


 
厚真町都市計画マスタープランの策定にあたって 

 

 厚真町は、道央圏の東胆振地域に属し、昭和 46 年に苫小

牧東部大規模工業基地開発基本計画が国家的プロジェクト

として、策定されたことにともない、昭和 48 年に都市計画

区域が指定され、古くから農業を基幹産業として、自然環

境の活用と産業の促進により、農業と工業が調和した田園

都市を目指して、まちづくりが進められています。 

 21 世紀を迎えた今日、国全体の構造改革の中で、私たち

を取り巻く社会情勢は、少子高齢化の進行と、環境意識の高まり、ライフスタイルの多

様化、長引く経済の低迷等により、大きく変わろうとしています。 

 特に、都市計画制度については、地方分権一括法で自治体による自治事務となり、地

域の特性に応じ“住民主体のまちづくり”が求められるようになり、苫小牧圏広域都市

計画協議会の構成員として、周辺市町との連携を図り、より広域的な視点に立ったまち

づくり計画が必要となりました。 

 この度、皆様にお示しする「厚真町都市計画マスタープラン」は、平成 8年度に策定

された「厚真町新総合計画」に基づき、「交流をさそう、緑とゆとりにあふれた大いな

る田園の町」をテーマに、弾力的かつ積極的なまちづくりを進めています。 

 本町にとって、今後のまちづくりにおける都市の環境整備の方向性を明らかにし、そ

の実現にむけた都市計画に関する基本方針を示して、厚真町新総合計画の下位計画とし

て、他の計画とも整合性を図りながら、より具体的でわかりやすい計画を策定致しまし

た。 

 今後、この都市計画マスタープランに基づき、魅力あるまちづくりに取り組んで行か

なければなりませんが、地方財政を取り巻く情勢は厳しさを増し、住民ニーズが多様化

する中で、住民、事業者、行政の協働によるまちづくりをめざして、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 最後に、この計画策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました町民の皆様

をはじめ、都市計画審議会、住民代表検討委員会、関係機関各位に対しまして、衷心か

らお礼申し上げます。 

 

 

 平成 16 年 3 月 

 厚真町長  藤 原 正 幸 
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